
                       ２５豊市戸第11－ 5 号 

平成２５年 ４月 17日 

 

豊前市監査委員 矢 鳴    学  様  

豊前市監査委員 榎 本  義 憲  様  

 

 

                    豊前市長 釜 井  健 介 

                         （市民健康課） 

 

 

定期監査等の結果について(回答) 

 

 

 平成２５年３月に実施されました定期監査等においてご指摘いただきました

事項について、下記のとおり回答いたします。 

 

記 

 

１．契約事務について 

【指摘の要旨】 

市民の健康を守り安心して日常生活が営まれるよう国民健康保険法及び予

防接種法により各種の健康診査、健康相談事業が実施されている。実施にあ

たっては、市内の医療機関はもとより、今日の広域行政推進の中、他の自治

体の医療機関との連携業務委託契約が多く締結され、受診者が安心して受診

出来る体制が整備されている。 

  しかし、契約書の締結にあたり変更契約の適用条項、委託料の支払方法、

医療事故の賠償事項の有無等、各医療業務で共通事項と思われるものについ

て一部不適切と思われるものがあったので、次回からの契約にあたっては改

善されたい。 

また、医療業務以外の委託契約についても契約期間が２年度に亘る契約や

１年間は自動継続になっているものを毎年契約締結している契約等が見受け

られた。契約締結にあたっては、現契約内容の目的や主旨を充分に精査の上、

契約事務にあたられたい。 

 

【措置内容】 

 ・契約書の締結につきまして、ご指摘の契約書の条項で共通的事項のものは、

統一の内容に改善いたします。 



 ・契約期間が２年に亘る契約につきましては、ご指摘いただきましたとおり

年度内の契約期間といたします。 

 ・１年間の自動継続の契約につきましては、ご指摘いただきましたとおり毎

年度に契約を締結しないようにいたします。 

 

 

２．国民健康保険運営協議会委員の委嘱について 

【指摘の要旨】 

国民健康保険運営協議会委員は、国民健康保険法施行令にて被保険者を代

表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員で

組織され、任期は２年と規定されている。平成２４年度任期満了による新た

な委員委嘱にあたって医療関係者は６月１日、被保険者代表は７月１日、公

益代表は４月２１日と各々委嘱月日に違いがある。 

行政機関の各種委員で委員毎に委嘱月日の違いは見当たらず、委員毎に委

嘱月日を変更する合理的な理由はないと考えられるので、委嘱月日の統一を

検討されたい。 

 

【措置内容】 

  ご指摘の点につきましては、今後の任期満了に伴う新たな委員の委嘱期間

につきまして、月日の統一を図ってまいります。 

 

 

３．施設使用許可申請について 

【指摘の要旨】 

市民健康課は、豊前市総合福祉センターの管理運営を所管し、本施設内に

健康係を配置し住民の健康増進や予防対策にあたっている。本施設の使用に

あたっては、使用者より使用許可申請書及び使用料減免申請書の提出により

許可しているが、使用料減免申請の取扱いについて一部不適切と思われるも

のがある。 

公共施設の使用申請許可にあたっては、申請書の日付や申請者氏名につい

ても必ず記入し、透明性・公平性を重視し市民の不信を招かないように注意

されたい。 

 

【措置内容】 

 ・使用許可申請につきましては、ご指摘の申請日、使用日及び申請者氏名等

を適切に記載するよう申請者に指導いたします。 

 ・使用料の減免申請の取扱いにつきましては、ご指摘いただきましたとおり

申請者及び申請内容に対して適切に実施するよう努めてまいります。 



４．はり・きゅう等補助金の給付について 

【指摘の要旨】 

国民健康保険加入者に対し、はり・きゅうの施術料の一部を補助金として

「はり・きゅう等給付に関する規則」に基づき１回につき1,000円を支給し

ている。平成23年度の実績では平均利用回数は５回、後期高齢者は６回の利

用となっている。規則では、１人年間３６回までとなっており、利用割合は

低いと思われる。 

平成２４年度の事務事業評価（平成２３年度実績分）では「現状維持」の

評価で、「利用にあたってのチェック機能の充実を図る」との意見であった。

規則上の利用限度回数の１／６の利用率であり、医療費の引下げや予防の見

地から更に利用を促進すべきと考えられるので、今後の事業評価にあたって

は事業内容と実績を充分に精査上、事業評価にあたられたい。 

 

【措置内容】 

  ご指摘の点につきましては、事業内容と実績を充分に精査し、今後、事業

評価の精査に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


